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バングラデシュの児童養護施設における子どもの自律と保護 

――性にまつわる言説と実践に着目して―― 
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１．研 究 目 的：バングラデシュ（以下、BGD）の児童養護施設（以下、施設）での、

子どもの生活における性にまつわる事柄の言説と実践の形成の背景をもとに、現場での子

どもの権利の捉え方を考察する。性にまつわる事柄とは、生活の中で職員が性的であると

する事柄を指す。例えば、子どもの恋愛や下着の扱い等である。加えて、子どもの権利の

捉え方とは、自律や保護をどのように重視するか等に基づく捉え方（首藤 2022）を指す。  

問題の所在・研究課題：子どもの権利条約（United Nations 1990）は、子どもの普遍性に囚

われた眼差しを基とし、現実生活と乖離するため、子どもの存在を容認できないものとす

る（南出 2014）との指摘がある。また、現地の状況を理解せず権利擁護を名目にした介入

は、子どもに悪影響を及ぼす（Vinnarasan 2020）と指摘する。これらは、子どもの権利を

形づくる自律と保護の現実的な均衡を無視した理念の適用への警鐘を鳴らす。この問題提

起を受けて、自律と保護をどのように重視するのかを考察する。特に国際的な援助を基本

とする BGD の施設では子どもの置かれている文脈を理解するために重要である。  

この考察にあたり「施設」の「性」に着目する。その理由は、それぞれの特性故に、脆弱

な状況になり得ることから、権利と照らし合わせることに意義があるためである。はじめ

に施設の特性を整理する。施設は E・ゴフマンの提唱する「全制的施設」として該当する

側面があり、秩序の維持や管理の性格が強い(Goffman 1961)。提唱された 1960 年代に比

較すると近年は個々の権利保障を意識するが、その構造上、強固な規範が存在し得る。加

えて、デュルケームの提唱した「集合意識」(Durkheim＝1989)から、施設内の者は、この

秩序維持を重視する意識に支配されやすいことがわかる。なぜなら、その社会が受け継ぐ

意識が個人の思考や感情を拘束し、行動を支配し得るためである。これらより、施設での

性にまつわる言説や実践は、支配的な秩序維持や管理の性格を帯び得る。秩序維持や管理

は、大人の介入があり、保護的な側面を重視する。次に、性の特性を整理する。性は、独

自性や多様性を表し、個々のアイデンティティに関わる。しかし、BGD で性はタブー視さ

れ、私的で恥ずべきものという言説が支持される (Camellia, Rommes and Jansen 2021)。さら

にこの言説に起因してか、BGD での施設と性に関する研究は僅かであり実態が定かでない。

つまり、施設の性にまつわる言説や実践は子どもの成長に密に関わるが、タブー意識が重

なり見えにくい。以上より、施設に入所する子どもの性を権利という側面より考察し、不

十分な保護が子どもにもたらす脅威や、過度な介入が自律を奪う危険性を明らかにする。  

２．研究の視点および方法：社会構築主義の立場から、対象とする事象の背景にある文化
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や社会の文脈により創られる現実を考察する。方法：参与観察と半構造化面接を用いる。

日常生活の性にまつわる事柄の多くは意識しない習慣であり、第三者目線で可視化され得

るためである。また、面接にて観察した事象の理解を深める。参与観察は、施設 B にて職

員と子どもを対象に  2022 年 8 月、2023 年 8 月に各 1 ヶ月間実施した（予備調査  2018 

年、2019 年）。半構造化面接は、施設 B の職員 12 名に 2023 年 8 月に実施した。  

３．倫理的配慮：日本社会福祉学会研究倫理規程を遵守した。参与観察は、事前に施設 B 

の責任者に、面接は責任者及び調査協力者に研究内容を説明し書面にて同意を得た。本研

究は、大阪大学の倫理委員会の承認を得た上で実施した（登録番号  OUKS22027）。本報告

に関連して開示すべき COI 関係にある企業等はない。  

４．研 究 結 果：施設における性にまつわる言説や実践の形成の背景に、施設と施設に入

所する子どもの実家族や地域が相互に交わす「期待」への応答がある。「期待」の例を示す。

実家族は子どもが施設で勉学に励むことを期待する。また、施設は実家族に、子どもの下

着や月経用品等の調達を期待する。その他、施設は地域に、地域の中で施設の名声を保つ

ことを期待する。これは、施設が地域の一般家庭の子どもが通う初等教育を併設すること

に起因する。また、地域は施設へ地域固有の規範を守ることを期待する。この規範とは、

例えば、男女交際を淫らと捉えることである。  

恋愛にまつわる言説と実践を例として、職員が子どもの権利を形つくる自律と保護をど

のように重視するのかを考察する。職員は、施設内外で子どもの恋愛を牽制する。例えば

10 歳前後の女児が恋心を綴った手紙を没収し、注意後、施設長へ報告し、施設長も指導す

る。施設外では、施設長が中等教育課程（概ね 11 歳以降）の通学する外部の校長と連絡を

とり、恋愛を牽制する。これは、恋愛を勉学の妨げと考えるためである。また、特に施設

内では、子ども達は家族であるため相応しくないとする。その他、男女交際を淫らとする

世間体を意識するためである。この意識により、男女の生活スペースを物理的に分ける。  

5．考察：子どもが教育を受けるという実家族の施設への期待や、男女交際を淫らなものと

する地域の規範を、施設が重視する。それらと、血縁関係にない男女が集団生活を送る実

態が相俟って、施設は恋愛が発生しないように管理する。そして、このあり方が子どもを

地域の噂等から守ると肯定した。これは、そのあり方を子どもの保護の観点から肯定して

いる。そこには、子どもが自己決定する選択の余地はなく、自律が希薄になる。 

全制的施設は、社会と入居者を遮断する閉鎖性が管理体制を強めた(Goffman 1961)。一

方で、恋愛の例に見られるように、施設外の声が管理体制の強化に関わっていた。そして

それは、施設内で大人の管理的介入を肯定する原動力となっていた。 
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